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○
総
務
省
令
第
七
十
八
号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係

る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
四
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
第
一
の
第
一
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
表

通
信
量
記
録

都
道
府
県
別
通
信
量

年
度
分

都
道
府

同
一
単

同
一
中

加
入
者

中
継
交

中
継
交
同
一
単
同
一
中
加
入
者
中
継
交
中
継
交

県
位
料
金

継
区
域

交
換
機

換
機
接

換
機
接
位
料
金
継
区
域
交
換
機
換
機
接
換
機
接

区
域
内

内
単
位

接
続
通

続
通
信

続
通
信
区
域
内
内
単
位
接
続
通
続
通
信
続
通
信

通
信
回

料
金
区

信
回
数

回
数

（

回
数

（

通
信
時
料
金
区
信
時
間
時
間

（

時
間

（

数
域
間
通

加
入
者

加
入
者
間

域
間
通

加
入
者
加
入
者

信
回
数

交
換
機

交
換
機

信
時
間

交
換
機
交
換
機

を
経
由

を
経
由

を
経
由
を
経
由
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す
る
も

し
な
い

す
る
も
し
な
い

の

）

も
の

）

の

）

も
の

）

公
衆
電

デ
ジ
タ

話
通
信

ル
公
衆

時
間

電
話
通

信
時
間

注
１

音
声
伝
送
役
務

（加
入
電
話

公
衆
電
話

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ

ビ
ス
及
び
そ
の
他
の
役
務

（網
使

、
、

ー

用
料
及
び
業
務
委
託

）
）に
つ
い
て
記
録
す
る
こ
と

。

２
各
欄
に
は

通
信
回
数
は

1,000
回

通
信
時
間
は

1,000
時
間
を
単
位
と
し
て
記
録
す
る
こ
と

。

、
、

３
同
一
単
位
料
金
区
域
内
通
信
回
数
の
欄
に
は
発
信
回
数
を

同
一
単
位
料
金
区
域
内
通
信
時
間
の
欄

公
、

、

衆
電
話
通
信
時
間
の
欄
及
び
デ
ジ
タ
ル
公
衆
電
話
通
信
時
間
の
欄
に
は
発
信
時
間
を
記
録
す
る
こ
と
と
し
、

そ
の
他
の
欄
に
は
発
着
信
回
数
又
は
発
着
信
時
間
を
記
録
す
る
こ
と

。

別
表
第
四
第
一
の
第
三
表
及
び
第
四
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
３
表

通
信
量
記
録

単
位
料
金
区
域
別
通
信
量
等

年
度
分
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単
位
料
金
区

同
一
単
位
料

同
一
中
継
区
加
入
者
交
換

中
継
交
換
機

中
継
交
換
機

同
一
単
位
料

同
一
中
継
区

域
金
区
域
内
通

域
内
単
位
料
機
接
続
通
信

接
続
通
信
回

接
続
通
信
回

金
区
域
内
通

域
内
単
位
料

信
回
数

金
区
域
間
通

回
数

数

（加
入
者

数

（加
入
者

信
時
間

金
区
域
間
通

信
回
数

交
換
機
を
経

交
換
機
を
経

信
時
間

由
す
る
も
の

由
し
な
い
も

）

の

）

加
入
者
交
換

中
継
交
換
機

中
継
交
換
機

公
衆
電
話
自

公
衆
電
話
自

デ
ジ
タ
ル
公

デ
ジ
タ
ル
公

機
接
続
通
信

接
続
通
信
時

接
続
通
信
時

動
通
話
同
一

動
通
話
同
一

衆
電
話
自
動

衆
電
話
自
動

時
間

間

（加
入
者

間

（加
入
者

単
位
料
金
区

単
位
料
金
区

通
話
同
一
単

通
話
同
一
単

交
換
機
を
経

交
換
機
を
経

域
内
通
信
回

域
内
通
信
時

位
料
金
区
域

位
料
金
区
域

由
す
る
も
の

由
し
な
い
も

数
間

内
通
信
回
数

内
通
信
時
間

）

の
）

公
衆
電
話
通

デ
ジ
タ
ル
公

電
話
呼
率

総
合
デ
ジ
タ

自
ユ
ニ
ッ
ト

第
一
種
公
衆

話
時
間

衆
電
話
通
話

ル
通
信
サ

折
返
し
比
率

電
話
度
数
比

ー
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時
間

ビ
ス
呼
率

率

注
１

音
声
伝
送
役
務

（加
入
電
話

公
衆
電
話

総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ

ビ
ス
及
び
そ
の
他
の
役
務

（網
使

、
、

ー

用
料
及
び
業
務
委
託

）
）に

つ
い
て
記
録
す
る
こ
と
と
し

公
衆
電
話
通
話
時
間
及
び
デ
ジ
タ
ル
公
衆
電
話

、

通
話
時
間
は
再
掲
と
し
て
記
録
す
る
こ
と

。

２
各
欄
に
は

通
信
回
数
は

1,000
回

通
信
時
間
は

1,000
時
間
を
単
位
と
し
て
記
録
す
る
こ
と

。

、
、

３
同
一
単
位
料
金
区
域
内
通
信
回
数
の
欄

公
衆
電
話
自
動
通
話
同
一
単
位
料
金
区
域
内
通
信
回
数
の
欄
及

、

び
デ
ジ
タ
ル
公
衆
電
話
自
動
通
話
同
一
単
位
料
金
区
域
内
通
信
回
数
の
欄
に
は
発
信
回
数
を

同
一
単
位
料

、

金
区
域
内
通
信
時
間
の
欄

公
衆
電
話
自
動
通
話
同
一
単
位
料
金
区
域
内
通
信
時
間
の
欄
及
び
デ
ジ
タ
ル
公

、

衆
電
話
自
動
通
話
同
一
単
位
料
金
区
域
内
通
信
時
間
の
欄
に
は
発
信
時
間
を
記
録
す
る
こ
と
と
し

そ
の
他

、

の
欄
に
は
発
着
信
回
数
又
は
発
着
信
時
間
を
記
録
す
る
こ
と

。

第
４
表

通
信
量
記
録

年
度
分

項
目

名
数

値
単

位
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平
均
保
留
時
間

（電
話

）

秒
平
均
保
留
時
間

（総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ

ビ
ス

）

秒
ー

１
呼
当
た
り
信
号
数

（電
話

）

信
号
／
呼

１
呼
当
た
り
信
号
数

（総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ

ビ
ス

）

信
号
／
呼

ー

別
表
第
四
第
二
の
第
二
表
中
注
３
を
注
４
と
し
、
注
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
第
二
種
公
衆
電
話
回
線
数
の
欄
及
び
第
二
種
デ
ジ
タ
ル
公
衆
電
話
回
線
数
の
欄
に
は

平
時
に
避
難
所
と
し
て

、

指
定
さ
れ
て
い
る
場
所
等
に
あ
ら
か
じ
め
加
入
者
回
線
を
設
置
し

災
害
等
が
発
生
し
た
際
に
電
話
機
を
接
続
し

、

て
通
話
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
含
め
る
こ
と

。

別
表
第
四
第
二
の
第
三
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
３
表

回
線
数
記
録

局
別
回
線
数

年
度
末
現
在

都
道
府
県

単
位
料
金
区
域

局
Ａ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
地
域
Ｉ
Ｐ
光
地
域
Ｉ
Ｐ
回
線
数

回
線
数

注
Ａ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
地
域
Ｉ
Ｐ
回
線
数
の
欄
に
は
適
格
電
気
通
信
事
業
者
の
中
継
系
伝
送
路
設
備
に
接
続
す
る
非
対
称
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デ
ジ
タ
ル
加
入
者
線
の
回
線
数
を
記
録
す
る
こ
と
と
し

光
地
域
Ｉ
Ｐ
回
線
数
の
欄
に
は
適
格
電
気
通
信
事
業

、

者
の
中
継
系
伝
送
路
設
備
に
接
続
す
る
光
回
線
の
回
線
数
を
記
録
す
る
こ
と

。

別
表
第
五
第
一
の
表
対
象
設
備
の
欄
中
「含

み
手
動
に
よ
る
も
の
を
除
く

」
を
「含

む

」
に
改
め
る
。

、

別
表
第
六
の
表
加
入
者
交
換
機
の
項
算
定
方
法
の
欄
１
⑴
中
「ア

ナ
ロ
グ
電
話

」
を
「局

ご
と
に

ア
ナ
ロ
グ
電

、

話

」
に
改
め
、
「・

Ｐ
Ｈ
Ｓ

」
を
削
り
、
「と

い
う

。
）
」
の
次
に
「か

ら
当
該
局
の
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
収
容
回

線
数
を
除
い
た
回
線
数

」
を
加
え
、
同
欄
２
⑶
中
「局
設
置
遠
隔
収
容
装
置

加
入
者
交
換
機
間
及
び
局
設
置
簡
易
遠

～

隔
収
容
装
置

加
入
者
交
換
機
間
の
光
ケ

ブ
ル
の
総
心
k
m
加
入
者
交
換
機

中
継
交
換
機
間
伝
送
路
距
離

加
入

～
ー

、
～

、

者
交
換
機
の
収
容
回
線
数
等

」
を
「局
設
置
遠
隔
収
容
装
置
及
び
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
ご
と
に

局
設
置
遠

、

隔
収
容
装
置
設
置
局

加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
又
は
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局

加
入
者
交
換
機
設
置
局

～
～

間
の
伝
送
路
距
離

」
に
改
め
、
同
欄
３
⑴
中
「・

Ｐ
Ｈ
Ｓ

」
を
削
り
、
「局

別
収
容
回
線
数

」
を
「収

容
回
線
数

」
に

改
め
、
同
欄
３
⑵
中
「・
Ｐ
Ｈ
Ｓ

」
を
削
り
、
同
欄
４
中
「
（加

入
者
交
換
機
直
収
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
子
数
＋
Ｐ

Ｈ
Ｓ
端
子
数

）
」
を
「加

入
者
交
換
機
直
収
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
子
数

」
に
改
め
、
同
表
局
設
置
遠
隔
収
容
装
置
の

項
算
定
方
法
の
欄
１
中
「局

別
収
容
回
線
数

」
を
「局

ご
と
に

局
別
収
容
回
線
数
か
ら
当
該
局
の
き
線
点
遠
隔
収

、

容
装
置
収
容
回
線
数
を
除
い
た
回
線
数

」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
（局

設
置
遠
隔
収
容
装
置
収
容
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信

端
子
数
＋
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
子
数

）
」
を
「局

設
置
遠
隔
収
容
装
置
収
容
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
子
数

」
に
改
め
、
同
表
き
線

点
遠
隔
収
容
装
置
の
項
算
定
方
法
の
欄
４
⑵
中
「き

線
点
遠
隔
収
容
装
置
の
ユ
ニ
ッ
ト
数
の
合
計

」
を
「き

線
点
ご
と
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の
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
ユ
ニ
ッ
ト
数
の
合
計

」
に
、
「き

線
点
遠
隔
収
容
装
置
の
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
し

き
線
点
遠

、

隔
収
容
装
置
収
容
回
線
数

」
を
「き

線
点
遠
隔
収
容
装
置
ユ
ニ
ッ
ト
数
と
し

き
線
点
ご
と
の
き
線
点
遠
隔
収
容
装

、

置
収
容
回
線
数

」
に
改
め
、
同
表
伝
送
装
置
の
項
算
定
方
法
の
欄
１
⑴
イ
中
「及

び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
回
線
数
の
合
計
回
線
数

」

を
削
り
、
同
表
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
局
内
回
線
終
端
装
置
の
項
算
定
方
法
の
欄
中
「第

一
種
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線

及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
回
線
の
数
の
総
和

」
を
「第

一
種
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
回
線
の
数

」
に
改
め
、
同
表
中
継
交
換
機
の
項
算

定
方
法
の
欄
１
⑴
中
「及

び
中
継
交
換
機
渡
り
県
内
自
局
外
呼
量

」
を
「

中
継
交
換
機
渡
り
県
内
自
局
外
最
繁
時

、

呼
量

」
に
改
め
、
「県

間
呼
量
を
４
で
除
し
た
も
の
を
い
う

。

）
」
の
次
に
「及

び
中
継
交
換
機
を
経
由
す
る
通
信
に

係
る
最
繁
時
呼
量

（当
該
局
の
中
継
交
換
機
を
経
由
す
る
通
信
に
係
る
呼
量
の
う
ち
加
入
者
交
換
機
を
経
由
し
な
い
も

の
を
い
う

。⑶
及
び
⑷
に
お
い
て
同
じ

。

）
」
を
加
え
、
同
１
⑵
中
「及

び
中
継
交
換
機
渡
り
県
内
自
局
外
呼
数

」
を

「

中
継
交
換
機
渡
り
県
内
自
局
外
最
繁
時
総
呼
数

」
に
改
め
、
「県

間
呼
数
の
合
計
を
４
で
除
し
た
も
の

。

）
」
の

、次
に
「及

び
中
継
交
換
機
を
経
由
す
る
通
信
に
係
る
最
繁
時
総
呼
数

（当
該
局
の
中
継
交
換
機
を
経
由
す
る
通
信
に
係

る
呼
数
の
う
ち
加
入
者
交
換
機
を
経
由
し
な
い
も
の
を
い
う

。

）
」
を
加
え
、
同
１
⑶
中
「

お
よ
び
中
継
交
換
機
設

、

置
局

」
を
「及
び
中
継
交
換
機
設
置
局

」
に
、
「に

合
計

」
を
「を

合
計

」
に
、
「5

2
Ｍ
パ
ス
単
位
に
変
換
し

」
を

「5
2
Ｍ
パ
ス
単
位
に
変
換
し
た
も
の
に
中
継
交
換
機
を
経
由
す
る
通
信
に
係
る
最
繁
時
呼
量
を
基
に
算
出
し
た
5
2
Ｍ
パ

ス
数
を
加
算
し

」
に
改
め
、
同
１
⑷
中
「

お
よ
び
中
継
交
換
機
設
置
局

」
を
「及

び
中
継
交
換
機
設
置
局

」
に
、

、

「に
合
計

」
を
「を

合
計

」
に
改
め
、
「変

換
し
た
も
の

」
の
次
に
「に

中
継
交
換
機
を
経
由
す
る
通
信
に
係
る
最
繁
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時
呼
量
を
基
に
算
出
し
た
5
2
Ｍ
パ
ス
数
を
加
算
し
た
も
の

」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


